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   栄町Ｕターン同居・近居支援金支給要綱 
平成２７年４月１日 

告示第２９号 
改正 平成２８年３月１４日告示第１２号 

 
 （目的） 
第１条 この要綱は、Ｕターン者の親に対し、予算の範囲内でＵターン同居・近居支援金（以下

「支援金」という。）を支給することにより、子育て、介護等の共助を推進し、町民の定住化及

び栄町への移住の促進を図ることを目的とする。 
 
 （定義） 
第２条 この要綱において「Ｕターン者」とは、栄町の区域内に住所（住民基本台帳法（昭和４

２年法律第８１号）に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。）を有していた

者が、栄町から転出（同法第２４条の規定による転出をいう。以下同じ。）をした日から１年以

上経過した後に、栄町に転入（同法第２２条第１項の規定による転入をいう。以下同じ。）をし、

再度栄町の区域内に住所を有している者をいう。 
２ この要綱において「親」とは、Ｕターン者の父又は母であって、栄町の区域内に住所を有す

るものをいう。 
 
 （支給の対象となる者） 
第３条 支援金の支給を受けることができる者（以下「対象者」という。）は親であって、自己及

びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がないものとする。 
２ 前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる事項に該当する場合は、対象者としないものとす

る。 
（１）父又は母のいずれかが同一のＵターン者に係る支援金の支給を受けている場合 
（２）Ｕターン者が１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者のみである場合 
 
 （支援金） 
第４条 支援金の額は、次の各号に掲げるＵターン者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

額とする。 
（１）配偶者又は子ども（１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者をいう。

以下同じ。）がいるＵターン者であって、次項に該当するもの １０万円 
（２）前号に掲げるＵターン者以外のＵターン者 ８万円 
２ 前項に定めるもののほか、Ｕターン者に配偶者がいる場合又はＵターン者に子どもがいる場

合は、前項に規定する支援金の額に、それぞれ１０万円を加算することとする。ただし、当該

配偶者及び当該子どもが栄町に転入する場合に限る。 
３ 前２項の支援金は、第６条第１項の規定による決定（以下「支給決定」という。）をした日か

ら起算して３年を経過する日までの間において、栄町の区域内に居住し、かつ、栄町の区域内

に住所を有することについて誓約した者に限り支給するものとする。 
 
 （支援金の申請） 
第５条 支援金の支給を受けようとする対象者は、Ｕターン者が新たに栄町の区域内に住所を有

した日から６月以内に、栄町Ｕターン同居・近居支援金支給申請書（別記第１号様式） に前

条第３項の規定により誓約したことを証する書類その他町長が必要と認める書類を添付して、

町長に申請しなければならない。 
 
 （支援金の支給決定） 
第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金を支給する

ことが適当と認めるときは、支給決定  をし、栄町Ｕターン同居・近居支援金支給決定通知

書（別記第２号様式）により当該申請をした者に通知するものとする。 
２ 町長は、前項の規定による審査の結果、支援金を支給することが適当でないと認めるときは、
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その旨の決定をし、栄町Ｕターン同居・近居支援金不支給決定通知書（別記第３号様式）によ

り当該申請をした者に通知するものとする。 
 
 （変更の申請） 
第７条 支給決定を受けた者は、第５条の規定による申請の内容のうち、支援金の額を変更しよ

うとするときは、町長が別に定める日までに、栄町Ｕターン同居・近居支援金変更支給申請書

（別記第４号様式）に町長が必要と認める書類を添付して、町長に申請しなければならない。 
 
 （変更の決定） 
第８条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更に係る支援金

の支給の可否を決定し、栄町Ｕターン同居・近居支援金変更支給（却下）決定通知書（別記第

５号様式）により、当該申請をした者に通知するものとする。 
 
 （支援金の支給の請求） 
第９条 支給決定を受けた者又は前条の規定により変更に係る支援金の支給を可とする決定（以

下「変更支給決定」という。）を受けた者は、支援金の支給を受けようとするときは、栄町Ｕタ

ーン同居・近居支援金支給（変更支給）請求書（別記第６号様式）を町長に提出しなければな

らない。 
 
 （返還） 
第１０条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、その者

から、その支給を受けた額の全部を返還させることができる。 
２ 前項に定めるもののほか、町長は、支給決定又は変更支給決定の日から起算して３年を経過

する日までの間に、Ｕターン者又はその属する世帯の世帯員が転出したときは、その者に係る

支援金の支給を受けた者から、その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。 
 
 （台帳の整備） 
第１１条 町長は、支援金の支給状況を明確にするため、支援金支給者台帳を整備しておくもの

とする。 
 
 （補則） 
第１２条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 
 
   附 則 
 この告示は、公示の日から施行する。 
   附 則（平成２８年３月１４日告示第１２号） 
 （施行期日） 
１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正後の第４条第１項及び第２項の規定は、この告示の施行の日以後にＵターン者（栄町Ｕ

ターン同居・近居支援金支給要綱第２条第１項に規定するＵターン者をいう。以下同じ。）とな

る者に係るＵターン同居・近居支援金について適用し、同日前にＵターン者となった者に係る

Ｕターン同居・近居支援金については、なお従前の例による。 
   附 則（令和２年３月２５日告示第１３号） 
 （施行期日） 
１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正後の栄町Ｕターン同居・近居支援金支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後にＵタ

ーン者（栄町Ｕターン同居・近居支援金支給要綱第２条第１項に規定するＵターン者をいう。以

下同じ。）となる者に係るＵターン同居・近居支援金について適用し、同日前にＵターン者とな

った者に係るＵターン同居・近居支援金については、なお従前の例による。
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別 記  
 第１号様式（第５条）  
 

（表）  
 

栄町Ｕターン同居・近居支援金支給申請書  
 

年  月  日  
 栄町長        様  

住  所               
申請者 氏  名            ㊞  

電話番号    （   ）      
 
 栄町Ｕターン同居・近居支援金の支給を受けたいので、栄町Ｕターン同居・近居支援金

支給要綱第５条の規定により、次のとおり申請します。  
 
支 給 申 請 額         円  

 

Ｕ

タ

ー

ン

者

の

状

況 

住 所  栄町                  

氏     名  生年月日  
申請者と  
の関係  

Ｕターン者

との関係  
備 考  

  子   

     

     

     

     

 添付書類（１）誓約したことを証する書類  
    （２）その他（                         ）  
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（裏）  
 

申請者同意書  
 私達は、支援金の支給の可否の決定に当たり、栄町が保有する私達の住所及

び世帯並びに町税の納付状況に関する情報について、栄町職員が調査すること

に同意します。  
 申 請 者 氏 名   
  

世 帯 員 氏 名 
 

 
  

  
  
  
  

（注）氏名は、自署又は記名押印してください。  
 

Ｕターン者同意書  
 私は、栄町の区域内に住所を有する日前１年間栄町の区域内に住所を有して

おりません。また、栄町の区域内に長期にわたり居住することを目的として、

Ｕターンしてきました。  
 つきましては、申請者への支援金の申請に同意するとともに、支援金の支給

の可否の決定及び転入した日から３年以上居住するに当たり、栄町が保有する

私達の住所に関する情報について、その期間栄町職員が調査することに同意し

ます。  
  

世 帯 員 氏 名 
 

  
  
  
  
  

（注）氏名は、自署又は記名押印してください。  
  
※その他  
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 第２号様式（第６条第１項）  
 

栄町Ｕターン同居・近居支援金支給決定通知書  
 

栄町  指令第    号  
年  月  日  

 
        様  
 

栄町長        □印  
 
 
     年  月  日付けで申請のあったＵターン同居・近居支援金については、栄

町Ｕターン同居・近居支援金支給要綱第６条第１項の規定により、下記のとおり支給する

ことを決定したので通知します。  
 
 

記 
 
 

支給決定額   金            円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注 この通知の日から３年以内に住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け

出てください。



6/2 

 第３号様式（第６条第２項）  
 

栄町Ｕターン同居・近居支援金不支給決定通知書 
 

栄町  指令第    号  
年  月  日  

 
        様  
 

栄町長        印    
 
 
     年  月  日付けで申請のあったＵターン同居・近居支援金については、栄

町Ｕターン同居・近居支援金支給要綱第６条第２項の規定により、下記のとおり不支給と

することを決定したので通知します。  
 
 

記 
 
 
 不支給の理由  
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 第４号様式（第７条）  
 

（表）  
 

栄町Ｕターン同居・近居支援金変更支給申請書  
 

年  月  日  
 
 栄町長        様  

住  所               
申請者 氏  名            ㊞  

電話番号    （   ）      
 
 
     年  月  日付け栄町  指令第   号で支給決定のあったＵターン同

居・近居支援金に係る申請の内容について下記のとおり変更したいので、栄町Ｕターン同

居・近居支援金支給要綱第７条の規定により申請します。  
 

記 
 
 １ 変更後の支給申請額   金              円  
 
 ２ 変更する内容  
 

Ｕ

タ

ー

ン

者

の

状

況 

住 所  栄町                  

氏     名  生年月日  
申請者と  
の関係  

Ｕターン者

との関係  
備 考  

  子   

     

     

     

     

 
 ３ 変更の理由  
 



8/2 

（裏）  
 

申請者同意書  
 私達は、支援金の支給の変更の可否の決定に当たり、栄町が保有する私達の

住所及び世帯並びに町税の納付状況に関する情報について、栄町職員が調査す

ることに同意します。  
 申 請 者 氏 名   
  

世 帯 員 氏 名 
 

 
  

  
  
  
  

（注）氏名は、自署又は記名押印してください。  
 

Ｕターン者同意書  
 私は、栄町の区域内に住所を有する日前１年間栄町の区域内に住所を有して

おりません。また、栄町の区域内に長期にわたり居住することを目的として、

Ｕターンしてきました。  
 つきましては、申請者への支援金の変更の申請に同意するとともに、支援金

の支給の変更の可否の決定及び転入した日から３年以上居住するに当たり、栄

町が保有する私達の住所に関する情報について、その期間栄町職員が調査する

ことに同意します。  
  

世 帯 員 氏 名 
 

  
  
  
  
  

（注）氏名は、自署又は記名押印してください。  
  
※その他  
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 第５号様式（第８条）  
 

栄町Ｕターン同居・近居支援金変更支給（却下）決定通知書 
 

栄町  指令第   号  
年  月  日  

 
          様  
 
 

栄町長          印  
 
 
     年  月  日付けで変更支給申請のあったＵターン同居・近居支援金の支給

については、下記のとおりとしたので、栄町Ｕターン同居・近居支援金支給要綱第８条の

規定により通知します。  
 
 

記 
 
 
 １ 次のとおり変更して支給することを決定します。  

  （１）変更前支援金支給決定額                円  

  （２）変更後支援金支給決定額                円  

  （３）変更支給決定の条件  
 
 
 
 
 
 ２ 次の理由により申請を却下します。  

  理由  
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 第６号様式（第９条）  
 

栄町Ｕターン同居・近居支援金支給（変更支給）請求書  
 

年  月  日  
 栄町長        様  
 

住 所               
請求者 氏 名            ㊞  

電 話               
 
     年  月  日付け栄町  指令第    号をもって支給決定（変更に係る

支給の決定）のあったＵターン同居・近居支援金について、栄町Ｕターン同居・近居支援

金支給要綱第９条の規定により、次のとおり請求します。  
 
 
１ 支給請求額（変更支給請求額）   金            円  
 
２ 支給振込先  

金 融 機 関 名   
銀 行 
信 用 金 庫  
農 協 

 
本 店 
支 店 
支 所 

口 座 番 号  普通・当座 №  

フ リ ガ ナ   

口 座 名 義 人   

 注 預金通帳の写し等振込先金融機関の口座を確認することができる書類を添付してく

ださい。  
 
 


